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著
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家
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方
々
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ご
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い

た
だ
き
、
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年
版
を
重
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て
き
ま
し
た
。
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こ
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て
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す
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農
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税
金

第
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版
』
は
、
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和
６
年
分

の
決
算
（
令
和
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年
２
〜
３
月
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告
）
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降
の
確
定
申
告
に
適
用
さ
れ
る
税
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み
、
旧
版
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大
幅
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改
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れ
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追
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申
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に
適
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れ
る
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和
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制
改
正
の
ポ
イ
ン
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ま
と
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お
き
ま
し
た
。
ま
た
、〔
ト
ピ
ッ
ク
ス
１
〕
と
し
て
令
和
５
年
度
税
制
改
革
の
ポ
イ

ン
ト
を
、〔
ト
ピ
ッ
ク
ス
２
〕
と
し
て
「
知
っ
て
お
き
た
い
農
家
の
相
続
税
」
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
相
続
場
面
の
事

例
を
紹
介
し
つ
つ
、
令
和
５
年
度
相
続
税
法
制
改
正
の
要
旨
を
加
え
ま
し
た
。

最
後
に
〈
付
録
１
〉
と
し
て
国
民
健
康
保
険
と
介
護
保
険
の
仕
組
み
と
節
税
に
つ
な
が
る
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
、〈
付

録
２
〉
と
し
て
相
続
税
と
贈
与
税
の
税
額
速
算
表
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
普
段
の
経
営
記
帳
や
確
定
申
告
書
、
そ
の
他
必
要
書
類
の
作
成
に
は
『
ら
く
ら
く
自
動
作
成

新

家
族
経
営

の
農
業
簿
記
ソ
フ
ト
（
第
２
版
）』（
2020
年
、
農
文
協
刊
）
を
併
せ
て
ご
利
用
い
た
だ
け
れ
ば
万
全
と
思
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
以
降
、
地
方
移
住
・
菜
園
ブ
ー
ム
な
ど
、
食
と
農
に
関
心
を
示
す
人
た
ち
は
確
実
に
増
え
て
い
ま
す
。
こ

の
こ
と
は
地
域
の
な
か
で
農
家
と
非
農
家
が
同
じ
食
と
農
の
当
事
者
と
な
っ
て
い
く
こ
と
で
も
あ
り
、「
自
給
の
地
域

化
」
と
も
言
え
そ
う
で
す
。
地
域
的
な
個
性
あ
ふ
れ
る
農
型
社
会
が
増
え
て
く
れ
ば
、
農
業
・
農
村
は
も
っ
と
元
気
に

な
り
ま
す
。
本
書
が
農
型
社
会
の
基
盤
と
な
る
農
家
の
経
営
と
生
活
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
甚
で
す
。

２
０
２
４
年
11
月

著
　
　
者

＊
途
中
で
税
制
が
変
わ
っ
た
り
し
た
場
合
は
、
農
文
協
の
サ
イ
ト
内
の
「
農
文
協
図
書
更
新
コ
ー
ナ
ー
」
に
掲
載
し
ま
す
。

2

目
　
　
次

★
本
文
中
に
掲
載
し
た
各
種
図
表
の
目
次
は
、
巻
末
366
〜
363
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ま
え
が
き
　
1

第
1
章
　
所
得
税
の
仕
組
み
と
税
金
の
計
算
法

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
15

第
1
節
　
所
得
の
種
類
と
課
税
の
仕
組
み

16

第
2
節
　
所
得
金
額
の
計
算

26

1

収
支
計
算
に
よ
る
農
業
所
得
の
計
算

26

（1）

農
業
収
入
金
額
の
計
算
　
27

（2）

必
要
経
費
の
計
算
　
31

3



制
改
正
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
て
お
き
ま
し
た
。
ま
た
、〔
ト
ピ
ッ
ク
ス
１
〕
と
し
て
令
和
５
年
度
税
制
改
革
の
ポ
イ

ン
ト
を
、〔
ト
ピ
ッ
ク
ス
２
〕
と
し
て
「
知
っ
て
お
き
た
い
農
家
の
相
続
税
」
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
相
続
場
面
の
事

例
を
紹
介
し
つ
つ
、
令
和
５
年
度
相
続
税
法
制
改
正
の
要
旨
を
加
え
ま
し
た
。

最
後
に
〈
付
録
１
〉
と
し
て
国
民
健
康
保
険
と
介
護
保
険
の
仕
組
み
と
節
税
に
つ
な
が
る
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
、〈
付

録
２
〉
と
し
て
相
続
税
と
贈
与
税
の
税
額
速
算
表
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
普
段
の
経
営
記
帳
や
確
定
申
告
書
、
そ
の
他
必
要
書
類
の
作
成
に
は
『
ら
く
ら
く
自
動
作
成

新

家
族
経
営

の
農
業
簿
記
ソ
フ
ト
（
第
２
版
）』（
2020
年
、
農
文
協
刊
）
を
併
せ
て
ご
利
用
い
た
だ
け
れ
ば
万
全
と
思
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
以
降
、
地
方
移
住
・
菜
園
ブ
ー
ム
な
ど
、
食
と
農
に
関
心
を
示
す
人
た
ち
は
確
実
に
増
え
て
い
ま
す
。
こ

の
こ
と
は
地
域
の
な
か
で
農
家
と
非
農
家
が
同
じ
食
と
農
の
当
事
者
と
な
っ
て
い
く
こ
と
で
も
あ
り
、「
自
給
の
地
域

化
」
と
も
言
え
そ
う
で
す
。
地
域
的
な
個
性
あ
ふ
れ
る
農
型
社
会
が
増
え
て
く
れ
ば
、
農
業
・
農
村
は
も
っ
と
元
気
に

な
り
ま
す
。
本
書
が
農
型
社
会
の
基
盤
と
な
る
農
家
の
経
営
と
生
活
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
甚
で
す
。

２
０
２
４
年
11
月

著
　
　
者

＊
途
中
で
税
制
が
変
わ
っ
た
り
し
た
場
合
は
、
農
文
協
の
サ
イ
ト
内
の
「
農
文
協
図
書
更
新
コ
ー
ナ
ー
」
に
掲
載
し
ま
す
。

2

目
　
　
次

★
本
文
中
に
掲
載
し
た
各
種
図
表
の
目
次
は
、
巻
末
366
〜
363
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ま
え
が
き
　
1

第
1
章
　
所
得
税
の
仕
組
み
と
税
金
の
計
算
法

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
15

第
1
節
　
所
得
の
種
類
と
課
税
の
仕
組
み

16

第
2
節
　
所
得
金
額
の
計
算

26

1

収
支
計
算
に
よ
る
農
業
所
得
の
計
算

26

（1）

農
業
収
入
金
額
の
計
算
　
27

（2）

必
要
経
費
の
計
算
　
31

3



4

①
租
税
公
課
　
31
／
②
種
苗
費
　
32
／
③
肥
料
費
　
33
／
④
素
畜
費
　
33
／
⑤
飼
料
費

33
／
⑥
農
具
費
　
33
／
⑦
農
薬
衛
生
費
　
34
／
⑧
修
繕
費
　
34
／
⑨
動
力
水
道
光
熱
費

34
／
⑩
作
業
用
衣
料
費
　
34
／
⑪
農
業
共
済
掛
金
　
35
／
⑫
減
価
償
却
費
　
35
／
⑬
雇
人
費

62
／
⑭
利
子
・
割
引
料
　
62
／
⑮
地
代
・
賃
借
料
　
62
／
⑯
土
地
改
良
費
　
63
／
⑰
作
業
委

託
費
　
63
／
⑱
荷
造
・
運
賃
　
63
／
⑲
諸
材
料
費
　
63
／
⑳
研
修
費
　
63
／
�
出
荷
手
数
料

63
／
�
接
待
・
交
際
費
　
63
／
�
通
信
費
　
64
／
�
雑
費
　
64
／
�
繁
殖
用
牛
豚
・
果
樹
育

成
費
　
64
／
�
販
売
未
収
金
が
貸
倒
れ
に
な
っ
た
と
き
の
貸
倒
金
　
65

（3）

事
業
専
従
者
が
い
る
場
合
の
給
与
の
必
要
経
費
の
特
例
　
66

（4）

収
支
帳
へ
の
記
入
　
72

（5）

肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
農
業
所
得
の
免
税
の
特
例
　
78

（6）

収
支
内
訳
書
へ
の
記
入
　
82

（7）

青
色
申
告
特
別
控
除
の
改
正
　
83

2

給
与
所
得
（
総
合
課
税
）

96

3

不
動
産
所
得
（
総
合
課
税
）

102

4

山
林
所
得
と
税
額
の
計
算
（
分
離
課
税
）
104

5

譲
渡
所
得
と
税
額
の
計
算
（
総
合
、
分
離
）
106

（1）

譲
渡
所
得
と
は
　
106

（2）

分
離
（
長
期
・
短
期
）
譲
渡
所
得
税
額
の
計
算
　
109

（3）

分
離
（
長
期
・
短
期
）
譲
渡
所
得
か
ら
所
得
控
除
額
を
控
除
　
112

（4）

不
動
産
を
売
っ
た
と
き
の
特
別
控
除
、
そ
の
他
の
特
例
　
112

（5）

長
期
所
有
し
て
い
た
土
地
を
売
っ
た
と
き
の
税
金
の
計
算
例
　
112

（6）

株
式
な
ど
を
売
却
し
た
と
き
の
税
金
　
115

（7）

ク
ル
マ
（
業
務
用
）
や
ゴ
ル
フ
会
員
権
を
売
却
し
た
と
き
の
税
金
　
124

6

退
職
所
得
（
分
離
課
税
）

―
―
退
職
所
得
の
源
泉
所
得
税
も
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

125

7

一
時
所
得
（
総
合
課
税
）
128

8

雑
所
得
（
公
的
年
金
等
）（
総
合
、
分
離
）
129

9

所
得
金
額
の
計
算
の
ま
と
め

135

（1）

総
合
課
税
と
分
離
課
税
　
135

（2）

赤
字
の
所
得
が
あ
る
場
合
は
損
益
通
算
で
き
る
も
の
が
あ
る
　
137

5 目　　次

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖



4

①
租
税
公
課
　
31
／
②
種
苗
費
　
32
／
③
肥
料
費
　
33
／
④
素
畜
費
　
33
／
⑤
飼
料
費

33
／
⑥
農
具
費
　
33
／
⑦
農
薬
衛
生
費
　
34
／
⑧
修
繕
費
　
34
／
⑨
動
力
水
道
光
熱
費

34
／
⑩
作
業
用
衣
料
費
　
34
／
⑪
農
業
共
済
掛
金
　
35
／
⑫
減
価
償
却
費
　
35
／
⑬
雇
人
費

62
／
⑭
利
子
・
割
引
料
　
62
／
⑮
地
代
・
賃
借
料
　
62
／
⑯
土
地
改
良
費
　
63
／
⑰
作
業
委

託
費
　
63
／
⑱
荷
造
・
運
賃
　
63
／
⑲
諸
材
料
費
　
63
／
⑳
研
修
費
　
63
／
�
出
荷
手
数
料

63
／
�
接
待
・
交
際
費
　
63
／
�
通
信
費
　
64
／
�
雑
費
　
64
／
�
繁
殖
用
牛
豚
・
果
樹
育

成
費
　
64
／
�
販
売
未
収
金
が
貸
倒
れ
に
な
っ
た
と
き
の
貸
倒
金
　
65

（3）

事
業
専
従
者
が
い
る
場
合
の
給
与
の
必
要
経
費
の
特
例
　
66

（4）

収
支
帳
へ
の
記
入
　
72

（5）

肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
農
業
所
得
の
免
税
の
特
例
　
78

（6）

収
支
内
訳
書
へ
の
記
入
　
82

（7）

青
色
申
告
特
別
控
除
の
改
正
　
83

2

給
与
所
得
（
総
合
課
税
）

96

3

不
動
産
所
得
（
総
合
課
税
）

102

4

山
林
所
得
と
税
額
の
計
算
（
分
離
課
税
）
104

5

譲
渡
所
得
と
税
額
の
計
算
（
総
合
、
分
離
）
106

（1）

譲
渡
所
得
と
は
　
106

（2）

分
離
（
長
期
・
短
期
）
譲
渡
所
得
税
額
の
計
算
　
109

（3）

分
離
（
長
期
・
短
期
）
譲
渡
所
得
か
ら
所
得
控
除
額
を
控
除
　
112

（4）

不
動
産
を
売
っ
た
と
き
の
特
別
控
除
、
そ
の
他
の
特
例
　
112

（5）

長
期
所
有
し
て
い
た
土
地
を
売
っ
た
と
き
の
税
金
の
計
算
例
　
112

（6）

株
式
な
ど
を
売
却
し
た
と
き
の
税
金
　
115

（7）

ク
ル
マ
（
業
務
用
）
や
ゴ
ル
フ
会
員
権
を
売
却
し
た
と
き
の
税
金
　
124

6

退
職
所
得
（
分
離
課
税
）

―
―
退
職
所
得
の
源
泉
所
得
税
も
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

125

7

一
時
所
得
（
総
合
課
税
）
128

8

雑
所
得
（
公
的
年
金
等
）（
総
合
、
分
離
）
129

9

所
得
金
額
の
計
算
の
ま
と
め

135

（1）

総
合
課
税
と
分
離
課
税
　
135

（2）

赤
字
の
所
得
が
あ
る
場
合
は
損
益
通
算
で
き
る
も
の
が
あ
る
　
137

5 目　　次



6

第
3
節
　
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額
（
所
得
控
除
）
の
計
算

140

1

雑
損
控
除

147

２
　
医
療
費
控
除
お
よ
び
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
（
医
療
費
控
除
の
特
例
）

149

（1）

医
療
費
控
除

149

（2）

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
（
医
療
費
控
除
の
特
例
）

155

3

社
会
保
険
料
控
除
―
―
健
康
保
険
、
農
業
者
年
金
な
ど
社
会
保
険
料
は
全
額
控
除

167

4

小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除

167

5

生
命
保
険
料
控
除

169

6

地
震
保
険
料
控
除

170

7

寄
付
金
控
除

172

（1）

認
定
N
P
O
法
人
寄
付
金
特
別
控
除
　
174

（2）

公
益
社
団
法
人
等
寄
付
金
特
別
控
除
　
174

（3）

政
党
な
ど
に
対
す
る
寄
付
金
　
175

8

障
害
者
控
除

175

9

ひ
と
り
親
控
除
・
寡
婦
控
除

176

10

勤
労
学
生
控
除

177

11

配
偶
者
控
除

178

12

配
偶
者
特
別
控
除

179

13

扶
養
控
除

180

14

基
礎
控
除

184

第
4
節
　
課
税
所
得
か
ら
納
付
税
額
ま
で

186

1

課
税
所
得
金
額
と
算
出
税
額
の
計
算

186

2

税
額
控
除
の
計
算

188

（1）

配
当
控
除
の
計
算
の
し
か
た
　
189

（2）

中
小
企
業
者
が
機
械
等
を
取
得
し
た
場
合
の
税
額
控
除
　
190

（3）

中
小
企
業
者
が
特
定
経
営
力
向
上
設
備
等
を
取
得
し
た
場
合
の
税
額
控
除
　
191

（4）

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
計
算
の
し
か
た
　
196

（5）

特
定
の
改
修
工
事
の
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
　
204

7 目　　次



6

第
3
節
　
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額
（
所
得
控
除
）
の
計
算

140

1

雑
損
控
除

147

２
　
医
療
費
控
除
お
よ
び
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
（
医
療
費
控
除
の
特
例
）

149

（1）

医
療
費
控
除

149

（2）

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
（
医
療
費
控
除
の
特
例
）

155

3

社
会
保
険
料
控
除
―
―
健
康
保
険
、
農
業
者
年
金
な
ど
社
会
保
険
料
は
全
額
控
除

167

4

小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除

167

5

生
命
保
険
料
控
除

169

6

地
震
保
険
料
控
除

170

7

寄
付
金
控
除

172

（1）

認
定
N
P
O
法
人
寄
付
金
特
別
控
除
　
174

（2）

公
益
社
団
法
人
等
寄
付
金
特
別
控
除
　
174

（3）

政
党
な
ど
に
対
す
る
寄
付
金
　
175

8

障
害
者
控
除

175

9

ひ
と
り
親
控
除
・
寡
婦
控
除

176

10

勤
労
学
生
控
除

177

11

配
偶
者
控
除

178

12

配
偶
者
特
別
控
除

179

13

扶
養
控
除

180

14

基
礎
控
除

184

第
4
節
　
課
税
所
得
か
ら
納
付
税
額
ま
で

186

1

課
税
所
得
金
額
と
算
出
税
額
の
計
算

186

2

税
額
控
除
の
計
算

188

（1）

配
当
控
除
の
計
算
の
し
か
た
　
189

（2）

中
小
企
業
者
が
機
械
等
を
取
得
し
た
場
合
の
税
額
控
除
　
190

（3）

中
小
企
業
者
が
特
定
経
営
力
向
上
設
備
等
を
取
得
し
た
場
合
の
税
額
控
除
　
191

（4）

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
計
算
の
し
か
た
　
196

（5）

特
定
の
改
修
工
事
の
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
　
204

7 目　　次



8

（6）

住
宅
耐
震
改
修
特
別
控
除
　
208

（7）

認
定
長
期
優
良
住
宅
の
新
築
等
を
し
た
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除

（
自
己
資
金
で
行
な
っ
た
場
合
）

210

（8）

寄
付
金
の
税
額
控
除
　
211

①
認
定
N
P
O
法
人
寄
付
金
特
別
控
除
　
211
／
②
公
益
社
団
法
人
等
寄
付
金
特
別
控
除
　
211
／

③
政
党
な
ど
に
対
す
る
寄
付
金
　
212
／
④
ふ
る
さ
と
納
税
（
寄
付
金
）
に
よ
る
税
額
控
除
　
212

（9）

災
害
減
免
法
に
よ
る
税
金
の
軽
減
免
除
の
特
例
　
214

（10）

定
額
減
税
（
令
和
６
年
分
の
み
）

215

3

源
泉
徴
収
税
額
を
引
い
て
申
告
納
税
額
を
出
す

216

第
2
章
　
譲
渡
所
得
税
の
節
税
作
戦

―
―
土
地
や
住
宅
を
売
る
と
き
、
買
い
換
え
る
と
き
、

知
ら
な
い
と
損
す
る
15
の
ポ
イ
ン
ト
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
217

1

農
地
等
を
売
っ
た
場
合
の
特
例

218

（1）

農
地
保
有
の
合
理
化
等
の
た
め
に
農
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
800
万
円
の
特
別
控
除
（
措
法
34
条
の
3
）
218

（2）

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
に
基
づ
く
買
入
協
議
に
よ
り
農
地
中
間
管
理
機
構
に
買
い
入
れ
ら
れ
た

場
合
の
1500
万
円
の
特
別
控
除
（
措
法
34
条
の
２
）

220

（3）

収
用
等
に
よ
り
資
産
を
譲
渡
し
た
場
合
の
5000
万
円
特
別
控
除
の
特
例
（
措
法
33
条
の
4
）

220

（4）

交
換
処
分
に
伴
い
資
産
を
取
得
し
た
場
合
の
課
税
の
特
例
（
措
法
33
条
の
2
）

222

（5）

換
地
処
分
に
よ
り
資
産
を
取
得
し
た
場
合
の
課
税
の
特
例
（
措
法
33
条
の
3
）

223

（6）

固
定
資
産
の
交
換
の
場
合
の
課
税
の
特
例
（
所
得
税
法
58
条
）

224

（7）

特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
等
の
た
め
の
2000
万
円
控
除
の
特
例
（
措
法
34
条
）
225

（8）

特
定
住
宅
地
造
成
事
業
等
の
た
め
の
1500
万
円
控
除
の
特
例
（
措
法
34
条
の
2
）
226

2

居
住
用
財
産
を
売
っ
た
場
合
の
特
例

227

（1）

特
定
の
居
住
用
財
産
の
買
い
換
え
の
特
例
（
措
法
36
条
の
2
）

228

（2）

自
己
の
居
住
用
財
産
を
譲
渡
し
た
場
合
の
3000
万
円
の
特
別
控
除
の
特
例
（
措
法
35
条
②
）

229

（3）

居
住
用
財
産
の
譲
渡
に
対
す
る
軽
減
税
率
の
特
例
（
措
法
31
条
の
3
）

229

（4）

被
相
続
人
の
居
住
用
財
産
（
空
き
家
）
を
譲
渡
し
た
場
合
の
3000
万
円
の
特
別
控
除
の
特
例

（
措
法
35
条
③
）

230

（5）

居
住
用
財
産
の
買
い
換
え
に
伴
う
譲
渡
損
失
の
損
益
通
算
と
繰
越
控
除
　
236

9 目　　次



8

（6）

住
宅
耐
震
改
修
特
別
控
除
　
208

（7）

認
定
長
期
優
良
住
宅
の
新
築
等
を
し
た
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除

（
自
己
資
金
で
行
な
っ
た
場
合
）

210

（8）

寄
付
金
の
税
額
控
除
　
211

①
認
定
N
P
O
法
人
寄
付
金
特
別
控
除
　
211
／
②
公
益
社
団
法
人
等
寄
付
金
特
別
控
除
　
211
／

③
政
党
な
ど
に
対
す
る
寄
付
金
　
212
／
④
ふ
る
さ
と
納
税
（
寄
付
金
）
に
よ
る
税
額
控
除
　
212

（9）

災
害
減
免
法
に
よ
る
税
金
の
軽
減
免
除
の
特
例
　
214

（10）

定
額
減
税
（
令
和
６
年
分
の
み
）

215

3

源
泉
徴
収
税
額
を
引
い
て
申
告
納
税
額
を
出
す

216

第
2
章
　
譲
渡
所
得
税
の
節
税
作
戦

―
―
土
地
や
住
宅
を
売
る
と
き
、
買
い
換
え
る
と
き
、

知
ら
な
い
と
損
す
る
15
の
ポ
イ
ン
ト
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
217

1

農
地
等
を
売
っ
た
場
合
の
特
例

218

（1）

農
地
保
有
の
合
理
化
等
の
た
め
に
農
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
800
万
円
の
特
別
控
除
（
措
法
34
条
の
3
）
218

（2）

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
に
基
づ
く
買
入
協
議
に
よ
り
農
地
中
間
管
理
機
構
に
買
い
入
れ
ら
れ
た

場
合
の
1500
万
円
の
特
別
控
除
（
措
法
34
条
の
２
）

220

（3）

収
用
等
に
よ
り
資
産
を
譲
渡
し
た
場
合
の
5000
万
円
特
別
控
除
の
特
例
（
措
法
33
条
の
4
）

220

（4）

交
換
処
分
に
伴
い
資
産
を
取
得
し
た
場
合
の
課
税
の
特
例
（
措
法
33
条
の
2
）

222

（5）

換
地
処
分
に
よ
り
資
産
を
取
得
し
た
場
合
の
課
税
の
特
例
（
措
法
33
条
の
3
）

223

（6）

固
定
資
産
の
交
換
の
場
合
の
課
税
の
特
例
（
所
得
税
法
58
条
）

224

（7）

特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
等
の
た
め
の
2000
万
円
控
除
の
特
例
（
措
法
34
条
）
225

（8）

特
定
住
宅
地
造
成
事
業
等
の
た
め
の
1500
万
円
控
除
の
特
例
（
措
法
34
条
の
2
）
226

2

居
住
用
財
産
を
売
っ
た
場
合
の
特
例

227

（1）

特
定
の
居
住
用
財
産
の
買
い
換
え
の
特
例
（
措
法
36
条
の
2
）

228

（2）

自
己
の
居
住
用
財
産
を
譲
渡
し
た
場
合
の
3000
万
円
の
特
別
控
除
の
特
例
（
措
法
35
条
②
）

229

（3）

居
住
用
財
産
の
譲
渡
に
対
す
る
軽
減
税
率
の
特
例
（
措
法
31
条
の
3
）

229

（4）

被
相
続
人
の
居
住
用
財
産
（
空
き
家
）
を
譲
渡
し
た
場
合
の
3000
万
円
の
特
別
控
除
の
特
例

（
措
法
35
条
③
）

230

（5）

居
住
用
財
産
の
買
い
換
え
に
伴
う
譲
渡
損
失
の
損
益
通
算
と
繰
越
控
除
　
236

9 目　　次



10

3

相
続
財
産
の
譲
渡
に
関
連
す
る
特
例

237

4

保
証
債
務
を
履
行
す
る
の
に
資
産
を
譲
渡
し
た
場
合
の
課
税
の
特
例

238

第
3
章
　
申
告
書
提
出
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
、

ま
ち
が
い
に
気
が
つ
い
た
と
き

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
239

1

申
告
書
の
提
出
で
注
意
す
る
こ
と

240

2

申
告
書
の
ま
ち
が
い
に
気
づ
い
た
ら

243

（1）

納
め
す
ぎ
に
気
づ
い
た
ら
更
正
の
請
求
書
　
243

（2）

少
な
く
申
告
し
た
と
き
は
修
正
申
告
書
　
246

第
4
章
　
消
費
税
を
納
め
る
農
家
の
注
意
点

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
253

1

消
費
税
の
基
礎
知
識

254

（1）

軽
減
税
率
制
度
と
は
　
254

11 目　　次

（2）
の
１
　
マ
ン
ガ
で
わ
か
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
　
256

（2）
の
２
　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
（
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
）
の
ポ
イ
ン
ト
　
266

（3）

納
税
義
務
者
と
は
　
273

（4）

売
上
高
の
計
算
の
し
か
た
（
判
定
）

276

（5）

売
上
げ
1000
万
円
以
下
で
も
課
税
を
選
択
し
た
ほ
う
が
有
利
な
場
合
が
あ
る
　
278

2

税
額
計
算
の
実
際

279

（1）

売
上
げ
に
係
る
消
費
税
の
計
算
　
280

（2）

仕
入
れ
等
に
係
る
消
費
税
と
納
め
る
消
費
税
の
計
算
　
283

（3）

税
額
計
算
の
実
際
例
　
285

第
５
章
　
令
和
６
年
度
税
制
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
305

１
　
所
得
税
・
個
人
住
民
税
の
定
額
減
税

306

２
　
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
拡
充

309

３
　
子
育
て
世
帯
等
に
対
す
る
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
税
制
の
拡
充

309



10

3

相
続
財
産
の
譲
渡
に
関
連
す
る
特
例

237

4

保
証
債
務
を
履
行
す
る
の
に
資
産
を
譲
渡
し
た
場
合
の
課
税
の
特
例

238

第
3
章
　
申
告
書
提
出
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
、

ま
ち
が
い
に
気
が
つ
い
た
と
き

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
239

1

申
告
書
の
提
出
で
注
意
す
る
こ
と

240

2

申
告
書
の
ま
ち
が
い
に
気
づ
い
た
ら

243

（1）

納
め
す
ぎ
に
気
づ
い
た
ら
更
正
の
請
求
書
　
243

（2）

少
な
く
申
告
し
た
と
き
は
修
正
申
告
書
　
246

第
4
章
　
消
費
税
を
納
め
る
農
家
の
注
意
点

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
253

1

消
費
税
の
基
礎
知
識

254

（1）

軽
減
税
率
制
度
と
は
　
254

11 目　　次

（2）
の
１
　
マ
ン
ガ
で
わ
か
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
　
256

（2）
の
２
　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
（
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
）
の
ポ
イ
ン
ト
　
266

（3）

納
税
義
務
者
と
は
　
273

（4）

売
上
高
の
計
算
の
し
か
た
（
判
定
）

276

（5）

売
上
げ
1000
万
円
以
下
で
も
課
税
を
選
択
し
た
ほ
う
が
有
利
な
場
合
が
あ
る
　
278

2

税
額
計
算
の
実
際

279

（1）

売
上
げ
に
係
る
消
費
税
の
計
算
　
280

（2）

仕
入
れ
等
に
係
る
消
費
税
と
納
め
る
消
費
税
の
計
算
　
283

（3）

税
額
計
算
の
実
際
例
　
285

第
５
章
　
令
和
６
年
度
税
制
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
305

１
　
所
得
税
・
個
人
住
民
税
の
定
額
減
税

306

２
　
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
拡
充

309

３
　
子
育
て
世
帯
等
に
対
す
る
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
税
制
の
拡
充

309



12

４
　
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
2000
万
円
特
別
控
除
の

改
定

312

５
　
特
定
住
宅
地
造
成
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
1500
万
円
特
別
控
除
の

延
長

312

６
　
特
定
の
居
住
用
財
産
の
買
い
換
え
お
よ
び
交
換
の
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
の

延
長

313

７
　
居
住
用
財
産
の
買
い
換
え
等
の
場
合
の
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
等
の
延
長

313

８
　
特
定
居
住
用
財
産
の
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
等
の
延
長

313

９
　
既
存
住
宅
の
耐
震
改
修
を
し
た
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の
延
長

313

10

既
存
住
宅
に
係
る
特
定
の
改
修
工
事
を
し
た
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の
改
定
お
よ
び

延
長

314

11

認
定
住
宅
の
新
築
等
を
し
た
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の
改
定
お
よ
び
延
長

314

12

山
林
所
得
に
係
る
森
林
計
画
特
別
控
除
の
延
長

315

13

中
小
企
業
者
等
の
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
必
要
経
費
算
入
の
特
例
の
延
長

315

14

消
費
税
に
係
る
帳
簿
の
記
載
事
項
の
見
直
し

315

15

更
正
の
請
求
に
係
る
隠
蔽
・
仮
装
行
為
に
対
す
る
重
加
算
税
制
度
の
整
備

317

〔
ト
ピ
ッ
ク
ス
１
〕
令
和
５
年
度
税
制
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

317

１
　
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
の
抜
本
的
拡
充
・
恒
久
化

317

２
　
特
定
非
常
災
害
に
係
る
損
失
の
繰
越
控
除
の
見
直
し

318

３
　
中
小
事
業
者
が
機
械
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却
ま
た
は
所
得
税
額
の
特
別
控
除

（
措
法
10
の
３
）
の
延
長

320

４
　
特
定
中
小
事
業
者
が
特
定
経
営
力
向
上
設
備
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却
ま
た
は
所
得
税
額

の
特
別
控
除
（
措
法
10
の
５
の
３
①
）
の
延
長

321

５
　
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
農
業
所
得
の
課
税
の
特
例
の
延
長

321

６
　
農
業
経
営
基
盤
強
化
準
備
金
制
度
（
措
法
24
の
２
）
の
延
長

321

７
　
空
き
家
に
係
る
譲
渡
所
得
の
3000
万
円
特
別
控
除
の
特
例
の
改
定
お
よ
び
延
長

321

８
　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
円
滑
な
実
施
に
向
け
た
所
要
の
措
置

323

９
　
電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
の
見
直
し

325

10

課
税
・
徴
収
関
係
の
整
備
・
適
正
化

327

13 目　　次



12

４
　
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
2000
万
円
特
別
控
除
の

改
定

312

５
　
特
定
住
宅
地
造
成
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
1500
万
円
特
別
控
除
の

延
長

312

６
　
特
定
の
居
住
用
財
産
の
買
い
換
え
お
よ
び
交
換
の
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例
の

延
長

313

７
　
居
住
用
財
産
の
買
い
換
え
等
の
場
合
の
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
等
の
延
長

313

８
　
特
定
居
住
用
財
産
の
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
等
の
延
長

313

９
　
既
存
住
宅
の
耐
震
改
修
を
し
た
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の
延
長

313

10

既
存
住
宅
に
係
る
特
定
の
改
修
工
事
を
し
た
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の
改
定
お
よ
び

延
長

314

11

認
定
住
宅
の
新
築
等
を
し
た
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
の
改
定
お
よ
び
延
長

314

12

山
林
所
得
に
係
る
森
林
計
画
特
別
控
除
の
延
長

315

13

中
小
企
業
者
等
の
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
必
要
経
費
算
入
の
特
例
の
延
長

315

14

消
費
税
に
係
る
帳
簿
の
記
載
事
項
の
見
直
し

315

15

更
正
の
請
求
に
係
る
隠
蔽
・
仮
装
行
為
に
対
す
る
重
加
算
税
制
度
の
整
備

317

〔
ト
ピ
ッ
ク
ス
１
〕
令
和
５
年
度
税
制
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

317

１
　
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
制
度
の
抜
本
的
拡
充
・
恒
久
化

317

２
　
特
定
非
常
災
害
に
係
る
損
失
の
繰
越
控
除
の
見
直
し

318

３
　
中
小
事
業
者
が
機
械
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却
ま
た
は
所
得
税
額
の
特
別
控
除

（
措
法
10
の
３
）
の
延
長

320

４
　
特
定
中
小
事
業
者
が
特
定
経
営
力
向
上
設
備
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別
償
却
ま
た
は
所
得
税
額

の
特
別
控
除
（
措
法
10
の
５
の
３
①
）
の
延
長

321

５
　
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
農
業
所
得
の
課
税
の
特
例
の
延
長

321

６
　
農
業
経
営
基
盤
強
化
準
備
金
制
度
（
措
法
24
の
２
）
の
延
長

321

７
　
空
き
家
に
係
る
譲
渡
所
得
の
3000
万
円
特
別
控
除
の
特
例
の
改
定
お
よ
び
延
長

321

８
　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
円
滑
な
実
施
に
向
け
た
所
要
の
措
置

323

９
　
電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
の
見
直
し

325

10

課
税
・
徴
収
関
係
の
整
備
・
適
正
化

327

13 目　　次



14

〔
ト
ピ
ッ
ク
ス
２
〕
知
っ
て
お
き
た
い
農
家
の
相
続
税

330

１
　
実
録
！
親
父
が
死
ん
だ
　
１
億
円
の
相
続
、
私
の
経
験
と
後
悔

330

２
　
令
和
５
年
度
相
続
税
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

342

∧
付
録
1
∨
国
保
、
介
護
等
の
保
険
料
の
仕
組
み
と
上
手
な
適
用
法
　
348

１
　
国
民
健
康
保
険
　
350

２
　
高
齢
者
支
援
分
　
355

３
　
介
護
保
険
　
355

４
　
医
療
保
険
料
（
高
齢
者
支
援
分
含
む
）
と
介
護
保
険
料
の
総
合
的
算
出
シ
ス
テ
ム
　
356

５
　
国
民
健
康
保
険
料
の
軽
減
、
減
免
制
度
に
つ
い
て
　
360

∧
付
録
2
∨
相
続
税
、
贈
与
税
の
税
率
（
税
額
速
算
表
）

361

図
表
目
次

366

和
暦
・
西
暦
・
満
年
齢
　
早
見
表

367



14

〔
ト
ピ
ッ
ク
ス
２
〕
知
っ
て
お
き
た
い
農
家
の
相
続
税

330

１
　
実
録
！
親
父
が
死
ん
だ
　
１
億
円
の
相
続
、
私
の
経
験
と
後
悔

330

２
　
令
和
５
年
度
相
続
税
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

342

∧
付
録
1
∨
国
保
、
介
護
等
の
保
険
料
の
仕
組
み
と
上
手
な
適
用
法
　
348

１
　
国
民
健
康
保
険
　
350

２
　
高
齢
者
支
援
分
　
355

３
　
介
護
保
険
　
355

４
　
医
療
保
険
料
（
高
齢
者
支
援
分
含
む
）
と
介
護
保
険
料
の
総
合
的
算
出
シ
ス
テ
ム
　
356

５
　
国
民
健
康
保
険
料
の
軽
減
、
減
免
制
度
に
つ
い
て
　
360

∧
付
録
2
∨
相
続
税
、
贈
与
税
の
税
率
（
税
額
速
算
表
）

361

図
表
目
次

366

和
暦
・
西
暦
・
満
年
齢
　
早
見
表

367

第
1
章

所
得
税
の
仕
組
み
と

税
金
の
計
算
法



第
1
節
　
所
得
の
種
類
と
課
税
の
仕
組
み

所
得
と
は
、
ひ
ら
た
く
言
え
ば
「
も
う
け
」
の
こ
と
で
す
。

農
家
は
い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
所
得
を
あ
げ
て
い
ま
す
が
、
お
も
な
も
の
は
農
業
所
得
（
事
業
所
得
）
と
給
与
所
得
で

し
ょ
う
。
農
業
で
得
た
収
入
か
ら
、
そ
の
収
入
を
得
る
た
め
に
要
し
た
費
用
（
必
要
経
費
）
を
差
し
引
い
た
の
が
農
業

所
得
で
あ
り
、
給
与
（
名
目
年
収
）
か
ら
、
そ
れ
を
得
る
た
め
に
要
し
た
経
費
と
み
な
さ
れ
て
い
る
給
与
所
得
控
除
を

差
し
引
い
た
も
の
が
給
与
所
得
で
す
。

所
得
に
は
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
所
得
税
は
総
合
課
税
が
原
則
で
す
か
ら
、
各
種
の
所
得
を
合
計
し
た

金
額
（
総
所
得
金
額
）
が
課
税
標
準
と
な
り
ま
す
。
こ
の
総
所
得
金
額
か
ら
各
種
の
所
得
控
除
を
差
し
引
い
た
額
が
課

税
所
得
と
な
り
、
そ
れ
に
税
率
を
乗
じ
た
も
の
が
算
出
税
額
で
す
。
そ
し
て
こ
の
算
出
税
額
か
ら
税
額
控
除
と
源
泉
徴

収
税
な
ど
を
差
し
引
い
た
額
が
実
際
に
納
め
る
べ
き
税
額
（
ま
た
は
還
付
さ
れ
る
税
額
）
と
な
る
わ
け
で
す
。

所
得
税
は
各
種
の
所
得
を
合
算
し
て
課
税
す
る
総
合
課
税
が
原
則
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
所
得
の
種
類
に
よ
っ
て
は

他
の
所
得
と
切
り
離
し
て
、
そ
れ
自
体
の
課
税
方
法
に
よ
っ
て
課
税
さ
れ
る
も
の
（
分
離
課
税
）
も
あ
り
ま
す
。
山
林

所
得
や
退
職
所
得
、
一
部
の
譲
渡
所
得
な
ど
が
そ
れ
で
す
。
次
ペ
ー
ジ
の
図
１
と
18
〜
21
ペ
ー
ジ
の
図
２
、
３
に
以
上

16

の
全
容
を
示
し
て
お
き
ま
し
た
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

仕
組
み
は
以
上
の
と
お
り
で
す
が
、
税
金
の
計
算
は
、
22
〜
25
ペ
ー
ジ
に
載
せ
た
「
令

和
○
○
年
分
の
所
得
税
の
　
　
申
告
書
」（

申
告
書
の
空
白
に
「
確
定
」
と
記
入
し
ま
す
）

の
記
載
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
�
収
入
金
額
、
�
所
得
金
額
、
�
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る

金
額
、
�
税
金
の
計
算
、
と
い
う
よ
う
に
一
つ
ひ
と
つ
区
分
し
て
計
算
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
申
告
納
税
額
」
が
決
ま
り
ま
す
。

「
申
告
納
税
額
」
が
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
た
場
合
は
源
泉
徴
収
税
額
お
よ
び
予
納
額
か
ら

「
還
付
さ
れ
る
税
金
」
と
な
り
、
納
め
す
ぎ
を
還
付
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
区
分
に
し
た
が
っ
て
み
て
み
る
と
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

�
�

収
入
金
額
と
所
得
金
額
…
…
営
業
所
得
、
農
業
所
得
、
不
動
産
所
得
、
利
子
所
得
、

配
当
所
得
、
給
与
所
得
、
雑
所
得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
。
ほ
か
に
山
林
所
得
や
退

職
所
得
、
分
離
課
税
の
譲
渡
所
得
が
あ
る
と
き
は
分
離
課
税
用
の
第
三
表
と
い
う
申
告

書
を
添
付
し
ま
す
。

�

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額
（
所
得
控
除
）
…
…
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、
社

会
保
険
料
控
除
、
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
、
生
命
保
険
料
控
除
、
地
震
保
険
料

17 所得の種類と課税の仕組み

図１　納める税額が決まるまで

所　得－所得控除＝課税所得
（課税標準）

課税所得×税率＝算出税額

算出税額－税額控除－定額減税－源泉徴収税額＝申告納税額
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引
か
れ
る

金
額
、
�
税
金
の
計
算
、
と
い
う
よ
う
に
一
つ
ひ
と
つ
区
分
し
て
計
算
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
申
告
納
税
額
」
が
決
ま
り
ま
す
。

「
申
告
納
税
額
」
が
マ
イ
ナ
ス
に
な
っ
た
場
合
は
源
泉
徴
収
税
額
お
よ
び
予
納
額
か
ら

「
還
付
さ
れ
る
税
金
」
と
な
り
、
納
め
す
ぎ
を
還
付
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
区
分
に
し
た
が
っ
て
み
て
み
る
と
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

�
�

収
入
金
額
と
所
得
金
額
…
…
営
業
所
得
、
農
業
所
得
、
不
動
産
所
得
、
利
子
所
得
、

配
当
所
得
、
給
与
所
得
、
雑
所
得
、
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
。
ほ
か
に
山
林
所
得
や
退

職
所
得
、
分
離
課
税
の
譲
渡
所
得
が
あ
る
と
き
は
分
離
課
税
用
の
第
三
表
と
い
う
申
告

書
を
添
付
し
ま
す
。

�

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額
（
所
得
控
除
）
…
…
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、
社

会
保
険
料
控
除
、
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控
除
、
生
命
保
険
料
控
除
、
地
震
保
険
料

17 所得の種類と課税の仕組み

図１　納める税額が決まるまで

所　得－所得控除＝課税所得
（課税標準）
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❷

❸



・
白
色
申
告
者
に
つ
い
て
は
、
被
災
事
業
用
資
産
の
損
失
の
金
額
と
変
動
所
得
に
係
る
損
失
の
金
額
の
合
計
額

②
特
定
被
災
事
業
用
資
産
の
損
失
の
割
合
が
10
％
未
満
の
場
合
に
は
、
特
定
被
災
事
業
用
資
産
の
損
失
に
よ
る
純
損

失
の
金
額

※
特
定
非
常
災
害
と
は
、
著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
と
し
て
政
令
で
指
定
さ
れ
る
災
害
の
こ
と
。
例
え
ば
、
平
成

23
年
の
東
日
本
大
震
災
や
平
成
30
年
の
西
日
本
豪
雨
災
害
、
令
和
６
年
の
能
登
半
島
地
震
な
ど
が
該
当
し
ま
す
。

第
3
節

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

（
所
得
控
除
）の
計
算

所
得
金
額
の
計
算
が
す
む
と
、
次
は
「
所
得
か
ら
差
し
引
く
金
額
」（
所
得
控
除
）
の
算
出
に
入
り
ま
す
。

所
得
税
法
で
は
、
納
税
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
を
考
慮
し
て
公
平
な
課
税
を
す
る
た
め
に
、
所
得
金
額
か
ら
控
除

（
差
し
引
く
）
で
き
る
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
「
所
得
控
除
」
と
い
い
、
以
下
に
述
べ
る
「
1

雑
損
控
除
」

か
ら
「
14

基
礎
控
除
」
ま
で
14
種
類
あ
り
ま
す
。

表
13
に
種
類
別
の
一
覧
表
に
し
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
概
要
を
つ
か
み
、
自
分
が
適
用
で
き
る
も
の
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、

詳
し
く
は
当
該
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

140141 所得から差し引かれる金額（所得控除）の計算

表
13

所
得
控
除
の
種
類
と
控
除
額
一
覧
表

種
　
類

内
　
　
　
容

�
基
礎
控
除

納
税
者
は
一
律
控
除
で
き
る

控
　
除
　
額

所
　
得
　
税
（
国
税
）

最
高
48
万
円

住
民
税

最
高
43万

円
�
184
ペ
ー
ジ

�
障
害
者
控
除

本
人
、
控
除
対
象
配
偶
者
、

扶
養
親
族
が
障
害
者
で
あ
る

と
き

1
人
に
つ
き

障
害
者
控
除
　
27
万
円

特
別
障
害
者
　
40
万
円

同
居
特
別
障
害
者
　
75
万
円

26
万
円

30
万
円

53
万
円

�
175
ペ
ー
ジ

�
ひ
と
り
親
控
除
婚
姻
歴
や
性
別
に
か
か
わ
ら

ず
、
所
得
が
500
万
円
以
下

で
、
子
を
扶
養
し
て
い
る
人

35
万
円

30
万
円

�
176
ペ
ー
ジ

人　的　控　除

当
該
ペ
ー
ジ

�
寡
婦
控
除

夫
と
死
別
し
、
ま
た
は
、
子

以
外
の
扶
養
親
族
が
い
る
女

性
で
、
か
つ
所
得
が
500
万

円
以
下
の
人

27
万
円

26
万
円

�
176
ペ
ー
ジ

�
勤
労
学
生
控
除
本
人
が
勤
労
学
生
で
所
得
が

一
定
額
以
下
の
人

27
万
円

26
万
円

�
177
ペ
ー
ジ
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331 知っておきたい農家の相続税



２
　
令
和
５
年
度
相
続
税
法
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

令
和
５
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
資
産
移
転
の
時
期
の
選
択
に
よ
り
中
立
的
な
税
制
の
構
築
の
観
点
か
ら
、
暦
年

贈
与
と
相
続
時
精
算
課
税
贈
与
の
見
直
し
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
教
育
資
金
の
一
括
贈
与
お
よ
び
結
婚
・
子
育

て
資
金
の
一
括
贈
与
の
見
直
し
、
延
長
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

（1）

暦
年
贈
与
と
相
続
時
精
算
課
税
贈
与
の
見
直
し

①
相
続
時
精
算
課
税
制
度
に
つ
い
て
は
平
成
15
年
に
導
入
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
使
い
勝
手
の
悪
さ
か
ら
、
あ
ま
り

使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
回
、
暦
年
課
税
の
基
礎
控
除
と
は
別
に
110
万
円
の
基
礎
控
除
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、

相
続
時
精
算
課
税
で
贈
与
を
受
け
た
土
地
・
建
物
が
災
害
に
よ
り
一
定
以
上
の
被
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
相
続
時
に

課
税
価
格
を
再
計
算
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
適
用
を
受
け
る
に
は
、「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
の
届
出
が
必
要
で
す
。
こ
れ

ま
で
は
贈
与
を
受
け
る
た
び
に
確
定
申
告
が
必
要
で
し
た
が
、
令
和
５
年
度
税
制
改
正
に
よ
っ
て
、
年
間
110
万
円
ま
で

の
贈
与
で
あ
れ
ば
確
定
申
告
は
不
要
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
相
続
税
の
計
算
に
お
い
て
も
110
万
円
以
下
の
贈
与
は
、

相
続
財
産
に
加
算
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

342343 知っておきたい農家の相続税


